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■平成 2７年度 総務財政委員会 所管事務調査報告 

調査テーマ：業務継続計画（BCP）策定の推進について 

１．業務継続計画（ＢＣＰ）策定の必要性 

  業務継続計画とは、災害時に行政自らも被災し、人、物、情報等の利用できる資

源に制約がある状況下において、優先的に実施すべき業務（非常時優先業務）を特

定するとともに、業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらか

じめ定める計画のことである。 

  市は、市民生活に密着した行政サービスを提供していることから、大規模災害時

でも、ライフラインや窓口業務等の市民生活に重大な影響を及ぼすと考えられる業

務は、継続して実施することが求められる。したがって、全庁的な業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）をあらかじめ策定し、その対策を事前に準備しておく必要がある。 

 

２．本市の取り組み状況 

 （１）下水道課 

① 平成２４年１２月に災害による管路被害を中心とした業務継続計画を策定 

   ② 平成２５年度、２６年度に下水処理場及びポンプ場を含めた計画の見直し

を行い、下水道施設全体の業務継続計画の策定が完了 

 （２）水道課 

平成２８年５月末までに業務継続計画の策定を完了予定 

 （３）情報管理課 

    ＩＣＴ部門における業務継続計画は、現在策定していないが「情報セキュリ

ティポリシー」の中で業務継続計画に係る取り組みを定めており、データのバ

ックアップ等について実施 

 （４）健康増進課 

    平成２６年１２月に「延岡市新型インフルエンザ等対策業務継続計画」を策 

   定 

 （５）危機管理室 

   ① 全庁的な業務継続計画を平成２８年度に策定予定 

   ② 平成２７年度に、地震・津波を想定した全職員による参集訓練を通じて、

参集時間や参集手段の把握、職員の安否メールの登録、各業務の非常時優先

業務から通常業務までのランク分け作業等を実施予定 

 

３．他自治体の取り組み状況 

 ≪三島市（静岡県）≫  

 （１）業務継続計画策定に至った経緯や背景等について 

東日本大震災を教訓として、大規模地震災害発生時を想定し、指揮命令系統

を明確化、適切な業務を執行することができるよう全庁的な体制で検討を行い

策定に至った。 
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（２）三島市業務継続計画（地震対策編）の概要について 

  ① 策定の目的 

     大規模な地震被害による人、物、情報、ライフライン等利用できる資源に

制約がある状況下において、非常時優先業務を特定するとともに、非常時優

先業務の業務継続に必要な資源の確保、配分、手続きの簡素化、指揮命令系

統の明確化等について必要な措置を講じることにより、適切な業務執行を可

能にすることを目的とする。 

   ② 策定の経過 

年 月 日 内  容 

平成２３年１１月２８日 職員研修会 

       １２月 危機管理体制職員アンケート実施 

平成２４年１月～１１月 策定検討部会の開催（全９回開催） 

        ７月２３日 骨子案決定 

１０月１５日～１１月１４日 パブリックコメント実施（意見１７件） 

       １２月１１日 部長会議での審議 

       １２月２５日 決定（市長決裁） 

平成２６年 ２月 ３日 決定（市長決裁）業務継続計画改訂 

平成２７年 ３月 決定（市長決裁）業務継続計画改訂 

   ③ 三島市業務継続計画（地震対策編）の特徴 

    ・ 職員一丸となって全庁的な体制で策定し、全ての災害に係る業務及び通

常業務の優先順位について検討したこと 

・ 東日本大震災の教訓を踏まえ、業務継続を実効性のあるものとするため

災害対策本部の班体制、業務の分担を行政機構に拘らず全面的に見直した

こと 

    ・ 職員の参集見込みを厳しく想定するとともに、大規模災害発生時におい

ては臨時・嘱託職員による応援体制についても定めていること 

    ・ 職員の流動体制並びに関係機関及び他自治体の応援体制を明確にしたこ

と 

    ・ 分かりやすい機構及びレイアウトに配慮したこと 

    ・ 職員緊急連絡先及び関係機関連絡先、協定締結団体を明確にしたこと 

   ④ 発災時の業務継続対象期間 

     発災直後から１ヵ月間とする。 

   ⑤ 非常時優先業務（継続する対象業務） 

    ・ 災害緊急業務（地域防災計画の災害応急対策業務及び災害復旧・復興業

務） 

    ・ 継続の優先度の高い通常業務 

（３）今後の課題と対策について 

   ① 職員 

現状と課題 対  策 

・ 参集基準に基づき、職員にメール

配信、電話連絡により参集する。 

・ 参集訓練の定期的な実施及び参集

基準の周知の徹底により、迅速に参
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・ 正規職員の参集状況は、災害対策

本部運営システムにより把握する。 

・ 職員家族の安否については、報告

方法が明確となっていない。 

集できる体制を構築、発災時には、

本部の連絡を待つのではなく、各職

員が情報を確認し参集する。 

・ 平常時より NTT 災害用伝言ダイヤ

ルの活用を周知する。 

  ② 庁舎 

現状と課題 対  策 

・ 耐震工事は実施しているが、建築

から５０余年が経過し、施設が老朽

化しているため、天井の落下、窓ガ

ラスの破損等が懸念される。 

・ 大規模災害発生時に、庁舎自体が

被災し、災害対策本部の機能を十分

に発揮できない場合には、災害対策

本部を消防庁舎に移動する。 

   ③ 電話 

現状と課題 対  策 

・ 現在５３回線あるが、大規模災害

発生時には、固定電話、携帯電話が

使用できなくなり外部との連絡手段

が途絶える可能性が高い。 

・ 固定電話が使用できない場合の代

替手段として衛星携帯電話、防災行

政無線、MCA 無線の活用を図る。 

   ④ 防災無線 

現状と課題 対  策 

・ 各避難所、災害対策本部、関係課

に合計１５５台の防災無線を配備

し、現地配備員に研修会を年１回開

催して、使用方法等の訓練を実施し

ているが、その他の職員には訓練等

を行っていない。 

・ 防災無線の通話は、一対全無線機

となっており、本部では常に１台し

か使用できないため情報伝達の時

間、回数が制限される。 

・ 訓練等によって、平常時からの利

用方法の講習会により利用者のスキ

ルアップを図る。 

・ 防災無線について、複数の本部職

員が同時に複数の現地配備員等と連

絡が取れるようデジタル化を検討す

る。 

   ⑤ 飲料水・食料等 

現状と課題 対  策 

・ 職員用の飲料水・食料等は備蓄し

ていない。 

・ 庁舎施設の各水槽で合計７６．１

ｔは飲料水として利用可能だが、ト

イレの使用により貯水量が減ること

となる。 

・ 市内事業者等との協定により飲料

水・食料等を確保する。 

・ 災害緊急業務に従事する職員は平

常時に自らの食料の保管に努める。 
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４．まとめ 

地方自治体は、災害時における対応の主体として重要な役割を担っているが、大

規模災害時には、行政自らも被災し、人、物、情報等の使用できる資源に制約がか

かり、復旧業務に遅れが生じる可能性がある。東日本大震災では、２８の市町村の

本庁舎が使用できなくなり、庁舎内の重要データが失われた市町村も多数あったた

め、その教訓を活かし、地方自治体における大規模災害発生時の業務継続計画の策

定は急務である。 

しかしながら、本市においては、平成２６年３月に「南海トラフ地震に係る地震

防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく、南海トラフ地震対策推進地域及び

南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定を受けているが、地震・津波等の

大規模災害時における全庁的な業務継続計画の策定はなされていない。当局におい

ては、職員の参集訓練を実施するなどの取り組みが行われているところであるが、

大規模災害発生時では、業務量が急激に増加し、膨大な量となることから、非常時

優先業務の執行体制や対応手順の明確化、必要資源の確保等を図り、早期により多

くの業務を実施できるよう、早急に業務継続計画の策定を行うよう要望する。 

また、業務継続計画の策定に際しては、災害時に責任を負う市長自らがリーダー

シップを発揮し、部局を超えた全庁的な検討を行い、災害発生時には適切かつ迅速

な対応ができるような体制を整えるよう要望する。 

最後に、災害は突発的に起こるものであるため、業務継続計画を策定するだけで

はなく、職員の教育や訓練を繰り返し実施し、訓練等によって明らかになった課題

や改善点を改訂等により確実に反映させ、また、電気、水、食料等の必要資源につ

いて定期的に点検を行い、平時から設備の増強、備蓄の促進を図り、より実効性の

高い計画となるよう要望する。 
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調査テーマ：消防・救急体制の充実について 

１．本市の現状 

（１）消防・救急体制について 

【消防本部】 

① 総務課（総務係・経理係・消防団係） 

② 予防課（予防係・保安係）        ４課９係 ４８名 

  ③ 警防課（警防係・調査施設係）  

  ④ 通信指令課（通信指令第１係・第２係） 

 【消防署】 

 消防第１課・第２課（消防第１係・第２係） 

          （土々呂出張所・南延岡出張所） 

          （救急第１係・第２係）    ２課８係 １１６名 

          （救助第１係・第２係） 

          （東海分署第１係・第２係） 

（２）火災の状況について 

区 分 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

出火 

件数 

建物（件） ２４ １７ ２６ ２３ ３２ 

林野（件） ５ １ １ ６ ８ 

車両（件） ３ ５ ６ ３ ２ 

船舶（件） ２ １ ０ ０ １ 

その他（件） ２５ １８ １９ １６ １２ 

計（件） ５９ ４２ ５２ ４８ ５５ 

焼損棟数（棟） ３４ ２３ ３８ ２８ ３７ 

死者（人） １ １ ０ ４ １ 

負傷者（人） ９ １２ ６ ６ ８ 

り災世帯（世帯） ２２ １４ １９ １８ １９ 

り災人員（人） ５４ ４３ ５７ ４３ ４７ 

出火率（件） ４．５ ３．３ ４．０ ３．７ ４．４ 

   ※出火率・・・人口１万人あたりの出火件数 

（３）救急活動の状況について 

  ①事故種別救急出動件数 

区 分 
出  動  件  数 

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

火 災 １８ １６ ２５ ２３ ２４ 

自 然 災 害 ３ １ ０ ０ ０ 

水 難 事 故 ８ ２ ８ ３ ２ 

交 通 事 故 ３７７ ３３４ ３９４ ３８０ ３７６ 

労 働 災 害 ３１ ２６ ３０ ３１ ３９ 
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運 動 競 技 ３１ ２６ ３３ ３３ ４２ 

一 般 負 傷 ５４１ ５５７ ５６３ ６４５ ６６８ 

加 害 ２９ １４ １３ ２４ ２４ 

自 損 行 為 ６０ ６０ ５９ ４１ ３６ 

急 病 ２，８６１ ２，９８５ ２，９３０ ３，０２２ ３，２８９ 

そ

の

他 

転 院 搬 送 １，０３３ １，０１５ ９７５ １，０８２ １，０７８ 

医 師 搬 送 ０ ０ ０ ０ ０ 

資器材搬送 ０ ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ６７ ４３ ２７ ２４ １６ 

 計 ５，０５９ ５，０７９ ５，０５７ ５，３０８ ５，５９４ 

  ②地区別救急出動件数 

 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

東 海 ５８２ ５３３ ５８１ ６２９ ６３７ 

岡富（川中含む） １，００１ ９６６ ９６３ １，０４１ １，０７０ 

恒 富 １，７６６ １，８１２ １，７９６ １，８０８ １，９８５ 

土々呂（旧伊形） ６１１ ６７４ ６１３ ６７７ ７２２ 

南 方 ６０６ ６１５ ６０７ ６０５ ６２４ 

南 浦 ６２ ５７ ５７ ５９ ５０ 

北 方 町 １５４ １４３ １３７ １４９ １６１ 

北 浦 町 １３９ １２９ １３５ １７７ １６４ 

北 川 町 １３５ １４９ １６２ １４９ １８０ 

そ の 他 ３ １ ６ １４ １ 

計 ５，０５９ ５，０７９ ５，０５７ ５，３０８ ５，５９４ 

（４）本市における課題 

   ① 人材の育成や消防車両等の整備について 

本市では、消防力の整備指針を定め、この指針をもとに人材の育成や車両、

資機材等の整備を行っているが、現状については、救急救命士等必要な有資

格者の確保や車両の適正な更新が課題となっている。また、このような整備

を行うためには多額の費用が必要であり、特に消防車両については、非常に

高価であるため、近年の厳しい財政事情を考えると年次的な整備更新を余儀

なくされている。 

   ② 救急体制について 

     本市は九州で２番目に広い市域を有しており、中心部に人口が集中、周辺

に三北地域をはじめとした集落が点在し、救急出動対象地域が広域に及んで

いることから、平均現場到着時間の長さが課題となっている。また、人口の

密集する南延岡出張所及び土々呂出張所の管轄する市南部地域（以下「南部

地域」）には、救急車が配備されておらず、迅速かつ的確な出動体制を構築す

るためには、救急車の配備を含む消防署所の適正配置を検討する必要がある。 
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２．他自治体の取り組み状況 

≪瀬戸市（愛知県）≫  

（１）消防・救急体制について 

① 消防課（庶務グループ） 

② 消防課（予防グループ） 

  ③ 消防署（第１・第２・第３・東分署・南分署グループ）  

④ 消防署（救急ワークステーショングループ） 

⑤ 消防署（通信指令室グループ）  

 （２）瀬戸市消防の取り組みと効果について 

   ① 地域防災担当制を導入 

     市長直轄組織である防災課と消防本部が連携を強化し、地域防災力のより

一層の向上を図ることを目的に消防職員による地域防災担当制を平成２６年

４月から導入した。各連区に消防職員１名を配置し、地域防災訓練に対する

助言や講話等を通して地元住民と顔が見える関係を構築し、地域防災力の向

上に繋げている。 

   ② AED に係る取り組み 

     万が一の時に AED を効果的に活用するため、市が設置・管理する AED の

内、市内全小・中学校を含む４９施設分を屋外へ移設及び増設を行った。最

終的には、市の公共施設全７８施設全ての AED を屋外に設置することにより、

３６５日２４時間いつでも AED の使用が可能となる。 

     またAEDを設置している民間事業所を「AEDステーション」として認定し、

事業所付近で１１９番通報があった場合は、AED の貸出や、応急手当の支援

を行う体制を整えている。 

  ③ １１９番救急トリアージプロトコール 

    心肺停止、急性冠症候群、脳卒中、重度外傷などは時間的因子が傷病者の

予後に大きく関与するため、消防スタッフの早期対応と医療機関の早期確保

が求められている。また、救急患者の一極集中により、受入れ医療機関の選

定が遅延する等の問題が生じていることから、「１１９番トリアージプロトコ

ール」を策定した。「１１９番トリアージプロトコール」を策定することによ

り、パソコン又は紙ベースでの運用が可能となることや、通報内容を少ない

キーワードでトリアージし誰が通報を受けても同じレベルで対応することが

可能となった。 

  ④ 救急ワークステーション 

    救急車を病院から出動できるようにし、救急救命士の生涯教育等を実施す

ることが出来る体制及び拠点を総称したもので、公立陶生病院と連携し病院

内に執務室を設け、平成２６年１月から新救急ワークステーション施設とし

て運用を開始している。メリットとして２４時間４ヶ所が出動拠点となり、

救急車をより効率的に活用することによって現場到着時間が短縮され、救命

率の向上が図られる。また、実習・研修の拠点とすることによって、救急救

命士の教育体制の充実を図っている。 
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 （３）ドクターカーの取り組みについて 

   ① 導入に至った経緯や背景等について 

     一刻を争う緊急性の高いケースでは、１秒でも早く治療を開始することで

救命率の向上に繋がることがある。そこで、平成１３年より瀬戸市消防本部

と公立陶生病院が連携してワークステーション方式のドクターカーの運用を

開始した。当初は、消防本部の通信指令センターからの要請によって病院に

待機している救急車に医師が乗り込み現場に向かっていたが、同乗する医師

や看護師は通常業務を行いながらの出動となるため、出動が遅くなる傾向が

あることや、ドクターカーの出動症例では救急車が２台必要になり、他の救

急要請への影響が出る可能性があること等の理由から、平成２７年３月から

病院独自のドクターカーを導入した。 

   ② 導入後の実績について（平成２７年３月～９月末） 

    ⑴ 出動件数割合 

瀬戸市 ６８件 ６３％ 

尾張旭市 ３９件 ３６％ 

長久手市 １件 １％ 

合 計 １０８件 １００％ 

    ⑵ 出動結果割合 

入 院 ３７件 ３４％ 

帰 宅 ２６件 ２４％ 

死 亡 ３件 ３％ 

転院搬送 ２件 ２％ 

他 院 １１件 １０％ 

キャンセル ２２件 ２０％ 

そ の 他 ７件 ７％ 

合 計 １０８件 １００％ 

   ③ 今後の計画や課題等について 

     現在、ドクターカー常務医師２名で週３回稼働しているが、乗務医師を増

員し稼働日を拡大したいと考えている。理想は２４時間３６５日体制である

が、医師会との兼ね合い等で現状では厳しい状況である。また、現在の出動

地域は、瀬戸市、尾張旭市、長久手市となっているが、今後は名古屋市、春

日井市、多治見市等まで拡大したいと考えている。 

 

３．まとめ   

  本市の救急出動件数は、高齢化の進展に伴い、年々増加傾向にあり、特に救急要

請件数の約 4 分の 1 を占めている南部地域においては、救急車両の配備がなされて

いないことから、１分１秒を争う救急現場への到着時間の短縮は、南部地域に居住

する市民の安心・安全を確保するためにも喫緊の課題である。 

  加えて、南延岡出張所及び土々呂出張所は、南海トラフ地震時の津波浸水想定区
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域内にあることや、南延岡出張所については、築年数の経過による建物の老朽化も

進んでいる。そのようなことから、現場到着時間の短縮化はもとより、災害時や救

急要請時の迅速かつ的確な出動体制を構築するためにも、出張所の統合や建て替え

等を含めた消防署所の適正配置の検討を早急に行うよう要望する。 

  なお、三北地域をはじめとした遠隔地についても、署所の適正配置による管轄署

所間の車両の柔軟な運用を含め、現場到着時間の短縮を図りながら、きめ細やかな

配慮をしていただくよう併せて要望する。 

また、視察を行った瀬戸市においては、AED を設置している民間企業と連携協定

を結ぶことにより、官民一体となった初期救急体制を整えている。このような取り

組みを行うことにより、初期救急はもとより、市民の救急に対する意識の向上も図

られる。当局においては、AED を設置している企業の把握や、AED の研修を行う等、

官民が連携した協力体制の構築に努めるよう要望する。 

  最後に、近年では、建築物の大規模化・複雑化に伴い、予防業務も高度化・専門

化しており、それに対応するための予防体制の充実強化、また、高齢化社会の進展

に伴う救急出動の増加や救急業務の高度化に対応するための救急救助体制の充実強

化等をより一層推進する必要がある。そのためには、消防団との連携や救命講習の

拡充、住宅用火災警報器の設置等を促進し、また、高度で専門的な知識・技術の習

得、救急救命士の養成等の人材育成を図り、より一層消防力の強化に努めるよう要

望する。 


